
※病院受診代、理容、喫茶、日用品等の実費は、１ヶ月分まとめて、ご利用料金と合わせてご請求します。

食
費

１日あたり　1,445円

１食でも同金額となります2,412

94,860

139,590

72,150

74,850

97,350

4,567

142,080

10,274 1,142938
３段階

②

２段階

4 886

5 1,225
390

１段階

1,007

300

2,066

保険証類等　保管料 １月あたり　600円

各種保険証類、診察券等の保管料として徴収させてい
ただきます。

ｺﾝｾﾝﾄ(嗜好品)　使用料 １日あたり　20円

ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、携帯電話の充電、電気毛布等を使用する
場合に徴収させていただきます。
但し、日常品(電動髭剃りの充電等)は含みません。
不明点はご相談ください。

左記一覧表の内、
「加算単位」「処遇改善加算」の説明と
その他に発生する加算の金額に関して裏面に詳細を記
載しましたので、お読みください。

3,955

4,736

1,370

955 1,147 12,249 11,024

1,069 11,416

※1単位＝10.68円で計算します。 ＊この金額は概算となります

67,080

69,780

3,872 116,160

390 880

118,650

880

2,066

880

1,370

113,580

2,405

2,495

3,245

1,370

92,280

137,010

2,322

3,162

4,653

69,660

72,360

880

上記以外の方

「介護負担限度額認定証」をお持ちの方は、表面の「食費」
「居住費」と認定証を照らし合わせの上、ご確認ください。お持
ちでない方も、入居の前・後に改めて区役所に申請が出来ま
す。

負担段階について

１段階 市町村民税非課税世帯で、老年年金を
受給している方、また生活保護の方。

２段階
市町村民税非課税世帯の方で、世帯合計取得金
額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方。

預貯金　単身650万円　夫婦1650万円以下

３段階
①

市町村民税非課税世帯の方で、世帯合計取得金
額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円
以下の方。

預貯金　単身550万円　夫婦1550万円以下

３段階
②

市町村民税非課税世帯の方で、世帯合計取得金
額と課税年金収入額の合計が120万円超の方。

預貯金　単身500万円　夫婦1500万円以下

４段階

1 670

自己負担額
（円）

負担
段階

食費（円） 居住費（円）
自己負担額

１日合計
１ヶ月利用料

30日計算要介護度 基本単位 処遇改善 加算 総合計単位
利用料金

（円）
給付額
（円）

４段階 1,445 2,066

３段階
① 650 1,370

２段階 390 880

１段階

134,2501,445

108,270

880

2,144 64,320

2,234 67,020

300 880

4,390 131,700

2,059 61,770

2,149 64,470

2,899 86,970

110,820

650 1,370 2,984 89,520

3,609

9,633

1,360 1,370

２段階

３段階
①

４段階 1,445

650

300１段階

３段階
②

１段階

２段階

３段階
①

３段階
②

300

390

2 740
３段階

② 1,360 1,370

４段階 2,066

３段階
①

４段階 1,445

650

1,360

1,360 1,370
3 815 650

４段階 1,445

880

880

1,37052

902

令和7年4月1日改定特別養護老人ホーム　利用料金表　（豊治共愛の里）　介護保険負担割合　１割

合計
単位

×

14％

722 823 8,789 7,910 879

加算単位 合計単位

988 10,551 9,495 1,056

792

867

8,669 964

３段階
② 1,360 1,370

2,066

３段階
①

3,786

2,236

2,326

3,076

3,694

4,475

１段階 300

２段階 390

880



「加算単位」の内訳（加算の説明は別紙「加算一覧」をご覧ください）

合計 52

75 安全対策体制加算 20 24

82 サービス提供体制強化加算Ⅱ 18 47 療養食加算 6（１食） 7

18 個別機能訓練加算Ⅰ 12 45 口腔衛生管理加算Ⅰ 90/月 109

10  夜勤職員配置加算Ⅱ（ロ） 18 30 初期加算 30 37

入居者全員が対象となる加算（１日あたり） １月、１回、もしくは該当者のみ対象となる加算

No.

※入居される前後に以下の項目をお願いしております。詳細は相談員におたずねください。

診療情報提供書 主治医・配置医への情報提供の為に、入居前の主治医に依頼をお願いします。
    （ ＊有効期限は作成日から3ヶ月となりますのでご注意ください）

自己負担　：　病院によって異なります

単位 No.

新入居者検診
入居後、主治医の変更に伴い健康診断を行います。
配置医のみでもカルテ作成の為、健康診断は行います。

自己負担　：　14,130円

介護職員等処遇改善加算
介護職員の処遇改善の為にいただく加算です。上記の「加算単位」を含めた合計単位に、14％を乗じた単位にな
ります。

加算名 加算名 単位 円 No. 加算名 単位 円

4 看護体制加算Ⅰ（ロ） 4 28 外泊時費用 246 298


